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●
と
き　
11
月
３
日
（
木
・
祝
）
～
６
日
㈰
午
前
10
時
～
午
後
６
時
（
６
日

は
午
後
４
時
ま
で
）
※
生
花
展
は
11
月
５
日
㈯
、
６
日
㈰
の
２
日
間
の
み
。

●
と
こ
ろ　
総
合
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー

●
内
容

★
第
49
回
美
術
展　
日
本
画
、
洋
画
（
版
画
、
平
面
デ
ザ
イ
ン
を
含
む
）、
書
、

彫
刻
工
芸
、
写
真
、
小
中
学
生
の
部
（
書
写
、
図
画・美
術
）
の
作
品
を
展
示
。

ま
た
、
市
内
の
美
術
作
家
の
委
嘱
作
品
も
展
示
。

★
市
民
展　
市
民
の
皆
さ
ん
や
サ
ー
ク
ル
の
日
ご
ろ
の
活
動
の
成
果
を
発
表

す
る
作
品
展
で
す
。
手
工
芸
、
書
道
、
短
歌
、
俳
句
、
洋
裁
な
ど
の
趣
味
の

作
品
を
展
示
。

★
生
花
展　
１
階
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル
で
展
示
。

★
盆
栽
展　
１
階
多
目
的
ホ
ー
ル
前
で
展
示
。

★
茶
席　
11
月
５
日
㈯
・
６
日
㈰
午
前
10
時
～
午
後
３
時

※
正
午
か
ら
１
時
間
休
憩
が
あ
り
ま
す
。

　
２
階
の
ラ
ウ
ン
ジ
で
、
岩
倉
市
茶
華
道
連
盟
の
皆
さ
ん
に
よ
る
お
茶
席
を

開
催
し
ま
す
。
１
席
２
０
０
円
で
、
各
日
４
０
０
席
で
終
了
し
ま
す
。

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
グ
ル
ー
プ
（
☎
３
８
‐
５
８
１
９
）

市
民
文
化
祭
・
市
民
音
楽
祭

　
文
化
祭
会
場
で
は
、
文
化
祭
に
協
賛
し
て
、
美
術
展
審
査
委
員
の
有
志
に
よ
る
作

品
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　
な
お
、
売
上
金
は
額
代
を
除
き
、
岩
倉
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
寄
付
さ
れ
ま
す
。

●
価
格　
額
付
で
、
１
点
に
つ
き
１
万
円

●
申
込
方
法　
展
示
期
間
中
に
、
指
定
用
紙
（
会
場
に
用
意
し
ま
す
）
に
ご
記
入
の

う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
込
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

市
民
文
化
祭

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー

　
市
内
の
音
楽
愛
好
家
ら
が
一
堂
に
会
す
る
演
奏
会
で
す
。
吹
奏
楽
、合
唱
、フ
ォ
ー

ク
ソ
ン
グ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
が
演
奏
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
越
し

く
だ
さ
い
。

●
と
き　
11
月
６
日
㈰
午
前
10
時
～

●
と
こ
ろ　
総
合
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

第
51
回
市
民
音
楽
祭

市
制
50
周
年
記
念
事
業
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介
護
保
険
事
業
の
運
営
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

長
寿
介
護
課
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ
（
☎
３
８
‐
５
８
１
１
）

　
第
８
期
介
護
保
険
事
業
計
画
（
令
和
３
年
度
～
令
和
５
年
度
）
の
初
年
度
と
な
る
令
和
３
年
度
の
介
護
保
険
事
業
の
運
営
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
者
数
は
２
０
１
７
人
で
、
令
和

２
年
度
末
か
ら
82
人
増
加
し
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
１
～
３
割
を
利
用
者

が
負
担
し
、
残
り
を
介
護
給
付
費
と
し
て
お
支
払
い
し

て
い
ま
す
。
令
和
３
年
度
の
介
護
給
付
費
総
額
は
約

28
億
８
千
万
円
で
し
た
。

　
介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
保
険
料
［
65
歳
以
上
の

人
（
第
１
号
被
保
険
者
分
）
と
40
歳
～
64
歳
の
人
（
第

２
号
被
保
険
者
分
）］
と
、
公
費
（
国
・
愛
知
県
・
岩

倉
市
）
の
負
担
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の

保
険
料
収
納
状
況
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　

総
合
事
業
は
、
被
保
険

者
が
要
介
護
（
要
支
援
）

状
態
と
な
る
こ
と
を
予
防

し
、
地
域
に
お
い
て
自
立

し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
た
め
の
事
業
で
す
。
総

合
事
業
に
か
か
る
費
用
は

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
施
設
に
入
所
す
る
サ
ー
ビ

ス
（
施
設
サ
ー
ビ
ス
）
と
、
在
宅
で
受
け
る
サ
ー
ビ

ス（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
）が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
は
左
図
の
と
お
り
推
移
し
て
い
ま
す
。

★
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
者
数

★
介
護
給
付
費
総
額
の
状
況

★
介
護
保
険
料
の
収
納
状
況

★
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
総
合
事
業
）

の
状
況

★
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
推
移

表１  要介護（要支援）認定者数の推移

令和元年度末 令和２年度末 令和 3 年度末

（グラフ下から）
■要支援 1  ■要支援 2  ■要介護 1  ■要介護 2
■要介護 3  ■要介護 4  ■要介護 5
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（人）
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0

施設サービス 居宅サービス 計

1,800
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800
600
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0

（人）

令和
元年度末

令和
２年度末
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3 年度末

表２  介護サービス利用者の推移

表３  介護給付費総額の状況

令和
元年度

令和
2 年度

令和
3 年度

15

20

25

30
（億円）

区分 支給額
介護予防・生活支援

サービス事業費 83,168,437 円

一般介護予防事業費 2,697,089 円
審査支払手数料 166,376 円

合計 86,031,902 円

表４  介護予防・日常生活支援総合事業の状況
（令和３年度）

令和元年度 令和２年度 令和 3 年度
賦課額 722,336,250 円 716,027,150 円 722,533,150 円

収納額 708,593,500 円 700,656,400 円 705,299,300 円

収納率 98.1% 97.9% 97.6%

表５  介護保険料の収納状況
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児童手当の定期支払日をお知らせします
問合先　子育て支援課児童グループ ( ☎ 38-5810)

令和４年 10 月７日㈮は、児童手当の定期支払日です。通帳記帳等で入金をご確認ください。

児童の年齢 児童手当 特例給付
３歳未満 15,000 円

5,000 円３歳以上～小学校修了前
第１子・第２子 10,000 円
第３子以降 15,000 円

中学生 10,000 円

▼支給月額

★児童手当　所得制限限度額未満の人
★特例給付　所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人
※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18 歳の誕生日後の最初の３月 31 日まで）の養育している児童のうち、３人目
以降の児童をいいます。

A：所得制限限度額 B：所得上限限度額
下の所得額以上の場合は児童ひとりにつき
月 5,000 円を支給

下の所得額以上の場合は支給なし

扶養親族等の人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安 
０人 622 万円 833.3 万円 858 万円 1,071 万円
１人 660 万円 875.6 万円 896 万円 1,124 万円
２人 698 万円 917.8 万円 934 万円 1,162 万円
３人 736 万円 960 万円 972 万円 1,200 万円
４人 774 万円 1,002 万円 1,010 万円 1,238 万円

　児童手当は、中学校卒業まで（15 歳になった後の最初の３月 31 日まで）の児童を養育している人
に支給されます。出生・転入等により新たに受給資格が生じた人は、子育て支援課で申請が必要です。
　児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当
を受けられなくなりますので、出生・転入等の日の翌日から 15 日以内に申請してください。
　必要書類等くわしくは子育て支援課までお問い合わせください。
　なお、受給資格をお持ちの人が公務員の場合、職場での申請となりますので、ご注意ください。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、
雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※令和４年 10 月支給分（６～９月分）から、児童を養育している人の所得が表の「B：所得上限限度額」以上の場合、
受給資格が喪失となり、特例給付は支給されなくなります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B：所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が
必要となります。

児童手当の申請をお忘れではありませんか

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の
子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、現在、子育て世帯生活支援特別
給付金の受付を行っています。支給要件など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

子育て世帯生活支援特別給付金の受付について

新型コロナワクチン接種について (令和４年９月 12日現在 )
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健康課 ( 保健センター内☎ 37-3511)、新型コロナワクチン接種コールセンター ( ☎ 0120-056-712)

新型コロナワクチン接種について (令和４年９月 12日現在 )

　ご案内している情報は、今後変更される可能性があります。
ほっと情報メール、LINE 等で最新の情報を配信しています。
ぜひご登録ください。市ホームページには詳細を掲載しています。
　なお、ワクチン接種は強制ではありません。本人または保護者の同意
がある場合に接種が行われます。 ほっと情報

メール
公式
LINE

オミクロン株対応型ワクチン接種について
現在、流行しているオミクロン株に対応した成分が含まれるため、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果
等が期待されています。

対象者 初回接種 (1 回目・2 回目 ) を完了した 12 歳以上の人

接種の進め方

（１）の人から順に、9 月下旬から接種を進める予定です。
（１）現在４回目接種の対象者で未接種の人（60 歳以上の人等）
（２）３回目接種の対象者で未接種の人
（３）３回目を接種した 12 ～ 59 歳の人
（４）従来型ワクチンで４回目接種が完了した人

接種券の発送

（１）未利用の３回目または４回目接種券については、そのままオミクロン株対応ワクチン接種に利用できます。
※すでに接種券を発送した人には、新たに接種券は送付しません。

（２）次の人には、接種可能時期になりましたら新しい接種券を送付します。
・４回目接種が完了している人（４回目接種から５カ月後頃に発送予定）
・３回目接種が完了しているが、４回目接種券が送付されていない人
・２回目接種が完了しているが、３回目接種券が送付されていない人
※紛失した人や転入した人は、申請が必要です。市ホームページをご確認ください。

ワクチンの種類 ファイザー社 2 価ワクチン (BA.1)、もしくはモデルナ社 2 価ワクチン (BA.1)
( オミクロン株 (BA.1) と従来株に対応した 2 価ワクチンです。)

接種場所 市内医療機関

予約開始時期等 段階的に予約を開始させていただく予定です。
予約開始日や対象者など、最新の情報は、ほっと情報メール、LINE で配信します。

予約方法 WEB 予約・コールセンター（保健センターで予約支援を行います。）

その他
・分科会では接種時期が到来した際には、オミクロン株対応ワクチン接種を待つことなく、従来型ワクチンを
使用した速やかな接種を受けることが重要との意見がありました。
・１回目・２回目接種は、従来型ワクチンを使用します。

★県の大規模集団接種会場（名古屋空港ターミナルビル等５カ所）で、オミクロン株対応ワクチン接種が実施
されます。詳しくは、県ホームページをご覧ください。

※現時点では、オミクロン株対応
ワクチン接種は 1 人 1 回です。

小児 (5 ～ 11 歳 ) の 3 回目接種について
　２回目接種から５カ月以上間隔を空けて、３回目の接種を行うことができるようになりました。
　２回目接種から５カ月後頃に接種券 ( ３回目 ) を発送します。接種券が届いたら、予約してください。
　なお、５～ 11 歳の接種については、努力義務となりましたが、あくまでも本人および保護者の意思で受けていた
だくものなので、接種を強制するものではありません。
　引き続き、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しく知ったうえで、接種の判断をしていただきま
すようお願いします。
※これまでと同様の小児用ファイザー社ワクチンです。
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人間ドック・脳ドックの費用を助成しています
市民窓口課保険医療グループ ( ☎ 38-5833）

★助成を受けるためには、市民窓口課へ事前にお電話での申し込みが必要です

 ※市民窓口課へ申し込み後、受診券を交付します。

区分 検査項目 検査費用額 助成金額

A コース

身長、体重、腹囲、BMI、視力、身体診察、
血圧、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、
尿検査、血清クレアチニン検査、心電図検査、
便潜血検査、胸部Ｘ線検査

10,000 円 10,000 円

B コース Ａコース＋腹部超音波または腹部ＣＴ 15,000 円 ～ 26,000 円 12,000 円 ～ 13,000 円

C コース
Ａコース＋腹部超音波または腹部ＣＴ
＋胃部Ｘ線または胃カメラ

21,000 円 ～ 39,000 円 15,000 円 ～ 17,000 円

オプション 胸部ＣＴ、眼底・眼圧検査 1,300 円 ～ 3,000 円 500 円 ～ 1,000 円

対象者
・ 市の国民健康保険に加入している 40 歳以上で、国民健康保険税に未納がない世帯の人
・ 市が実施している特定健診（保健センター）や脳ドック検査を受ける人は、人間ドック費用の助成はできま
せん。
※ 助成を受けるための申請の際は、検査結果（写）と領収書（写）の提出が必要です。

実施医療機関
有馬医院、いとうクリニック、いわくら内科・呼吸器内科クリニック、岩倉東クリニック、岩倉病院
おしたにクリニック、かみのクリニック、丹羽外科・内科、のざき内科・循環器科クリニック
ませきクリニック、名草クリニック、ようてい中央クリニック　（五十音順）

受診期間

令和５年 3 月 31 日まで（日曜日、祝日、年末年始は除く）

【後期高齢者医療の人間ドック助成の内容】

検査内容 A コースのみ。国民健康保険の A コースの検査内容と同様です。

助成金額 10,000 円

対象者

・後期高齢者医療に加入している人で、後期高齢者医療保険料に未納がないこと。
・市が実施してる健康診査（保健センター）や脳ドック検査を受ける人は、人間ドック費
用の助成はできません。
※ 助成を受けるための申請の際は、検査結果（写）と領収書（写）の提出が必要です。

対象医療機関 国民健康保険と同様です。

受診期間 令和 5 年３月 31 日まで（日曜日、祝日、年末年始は除く）

【国民健康保険の人間ドック助成の内容】

※市民窓口課へ申し込み後、受診券を交付します。

A コースの場合、助成を受けると実質自己負担 0 円

健康診査（保健センター）の健診項目に、便潜血検査と胸部 X 線検査を
プラスして、実質自己負担 0 円で受診できます。
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※市民窓口課へ申し込み後、受診券を交付します。

区分 検査項目 検査費用額 助成金額 自己負担額

脳検査 血圧測定、MRI 検査、MRA 検査 25,000 円 13,000 円 12,000 円

脳ドック

 問診、身体計測、血圧測定、MRI 検査、 
 MRA 検査、血液検査、血液生化学検査、
 血清クレアチニン検査、心電図検査、尿検査、
 聴力検査　胸部Ｘ線検査

35,000 円 13,000 円 22,000 円

国民健康保険の対象者 後期高齢者医療の対象者

・35 歳以上で、国民健康保険税に未納がない世帯の人
・市が実施している特定健診（保健センター）や人間ドッ
ク検査を受ける人は、脳ドック費用の助成はできません。

・後期高齢者医療保険料に未納がない人
・市が実施している健康診査（保健センター）や人
間ドック検査を受ける人は、脳ドック費用の助成は
できません。

実施医療機関 受診期間

岩倉病院、ようてい中央クリニック 令和５年３月 10 日まで（日曜日、祝日、年末年始
は除く）

母
子
・
父
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
証
の

市
民
窓
口
課
保
険
医
療
グ
ル
ー
プ(

☎
３
８-

５
８
３
３
）

　
有
効
期
限
が
10
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
人
は
、
更
新
手
続
が
必
要
で
す
。
９
月
に

対
象
者
へ
更
新
申
請
書
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う
え
、
ご

返
送
く
だ
さ
い
。
引
き
続
き
該
当
す
る
人
に
は
、
11
月
１
日
か
ら
有
効
の
受
給
者
証

を
10
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

私
立
高
等
学
校
等
の
授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

●
対
象　
10
月
１
日(

基
準
日)

現
在
、
私
立
高
等
学
校
お
よ
び
専
修
学
校
の
高
等
課
程

に
在
籍
す
る
生
徒
の
保
護
者
で
、
基
準
日
に
お
い
て
市
内
に
住
所
が
あ
る
人
。

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

①
基
準
日
に
お
い
て
、
特
待
生
な
ど
で
授
業
料
の
納
付
を
全
額
免
除
さ
れ
て
い
る
生
徒
の

保
護
者

②
通
信
制
の
課
程
、
専
攻
科
ま
た
は
別
科
に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
の
保
護
者

●
補
助
区
分　
愛
知
県
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
軽
減
補
助
金
交
付
要
綱
に
準
じ
て
所
得

区
分
を
設
け
て
い
ま
す
。
な
お
、
父
お
よ
び
母
と
も
に
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
２
人
分
の

合
計
金
額
に
な
り
ま
す
。

●
申
請
方
法　
所
定
の
申
請
書
に
在
籍
校
の
証
明
を
受
け
た
も
の
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、
学
校
教
育
課
で
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
期
間　
10
月
３
日
㈪
～
31
日
㈪
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

【脳ドック・脳検査助成の内容】

※脳神経外科に定期的に受診している人は、お申し込み前にかかりつけ医にご相談ください。

更
新
手
続
を
お
願
い
し
ま
す

学
校
教
育
課
学
校
教
育
グ
ル
ー
プ(

☎
３
８-

５
８
１
８)
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　例年２月中旬から前年所得分の確定申告の受付が始まります。自分は申告の対象となるのか今一度ご確
認いただき、申告の必要がある場合は、必要な書類をしっかり保管しておきましょう。

あなたは次のどれにあてはまりますか？

確定申告が必要な人って ・ ・ ・

ど
ん

な
ひ

と
!?

Q
確定申告の必要がない人に当てはまっても、市県民税の申告が必要な場合、
または、申告した方がいい場合があります。注意

①申告の義務がある人
所得税を納付する人（税額が源泉徴収税額を上回る人）
▶主な例
・給与を２カ所以上から受け取っており、年末調整されていない給与の収入が 20 万円を超える人
・営業所得、農業所得、一時所得や雑所得などがある人
・公的年金以外に受け取っている給与所得が 20 万円を超える人　など

②申告の義務はないが申告した方がいい人
所得税の還付がある人（税額が源泉徴収税額を下回る人）
▶主な例
所得税が源泉徴収されている人で・・・
・収入が年末調整済の給与のみで医療費控除や寄附金控除などの控除を申告する人
・年途中で退職をしており、年末調整をしていない人
・住宅借入金等特別控除などの税額控除がある人　など

③申告の必要がない人
所得税の納付・還付がない人
▶主な例
・年末調整が終わっており、追加する所得や控除がない人
・一時所得のみがあるが、その所得が特別控除 50 万円以下である人
・所得の合計が０円もしくはマイナスであり、源泉徴収税額が無い人　　など

申告内容 主な必要書類
医療費控除 医療費の明細書や「医療費のお知らせ」
年末調整していない生命保険・地震保険の控除 控除証明書
寄附金控除 寄附金の受領証明書
給与・公的年金の収入 源泉徴収票（※振込通知書ではありません）
他の収入 収入と経費がわかる書類

●申告に必要な主な書類

※上記表は参考です。詳細は国税庁ホームページ内「確定申告期に多いお問合せ事項Ｑ＆Ａ申告書の提出」をご
確認ください。

国税庁ホームページ▶

この記事に関すること ･･･ 税務課市民税グループ（☎ 38-5806）
確定申告に関すること ･･･ 小牧税務署（☎ 0568-72-2111）
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